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第２章 南阿蘇村の文化財の概要 

１ 南阿蘇村内文化財の概要 

（１）指定等文化財の状況 

 南阿蘇村の文化財は国・ 県・ 村により それぞれ指定等がさ れており 、 それぞれの件数は、 国指定・ 選

定が 4 件、 県指定が 3 件、 村指定が 6 件、 国選択が( 1) 件※、 国登録が 1 件の合計 14 件です。 なお、 各

文化財の詳細については資料１ ( P62) で記載し ます。 その他、 文化財の保存技術の選定はあり ません。  

 
表 2-1 村内指定文化財件数（令和 7年(2025 年)3 月時点） 

0：該当なし、－：制度なし 
※ 長野岩戸神楽については、 県の指定と 国の選択の両方がさ れているため、 国選択文化財について

は( 1) で件数を計上し ています。  

※ 国指定の天然記念物について、 カ モシカ が地域を 特定し ない国の特別天然記念物と し て指定さ れて

いますが、 本村においても カ モシカ の目撃例がある こ と から 、 生息域に含まれているため件数に加え

ています。  

※ 国選定の重要文化的景観「 阿蘇の文化的景観」 の重要な構成要素は 13 件( う ち、指定等文化財は 1 件)  

  

国指定
・選定

熊本県
指定等

南阿蘇村
指定等 国選択 国登録 合計

0 0 3 − 1 4
絵画 0 0 0 − 0 0
彫刻 0 0 1 − 0 1
工芸品 0 1 0 − 0 1
書跡・典籍 0 0 0 − 0 0
古文書 0 0 0 − 0 0
考古資料 0 0 0 − 0 0
歴史資料 0 0 0 − 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 1 (1) 0 2
0 1 1 − 0 2
1 0 0 − 0 1
2 0 0 - 0 2
1 − − − − 1
0 − − − − 0
4 3 6 (1) 1 14

文化的景観
伝統的建造物群

類型

合計

名勝地
動物・植物・地質鉱物

記念物

民俗文化財

無形文化財

美
術
工
芸
品

有形文化財

建造物

有形の民俗文化財
無形の民俗文化財
遺跡
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（２）未指定文化財の状況 

 南阿蘇村において令和 7 年（ 2025 年） 3 月現在、 把握し ている未指定文化財は 887 件です。 村内に所

在する未指定文化財の状況は表 2-2 のと おり です。  

 

 
表 2-2 未指定文化財把握件数（令和 7 年（2025 年）3 月現在） 

 

２ 文化財類型ごとの概要 

（１） 有形文化財（建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡・典籍、古文書、歴史資料、考古資料） 
１ ） 建造物 

 建造物は、「 正教寺（ 村指定）」 と 「 京都大学理学研究科附属地球熱力学研究センタ ー本館（ 国登

録）」 が指定・ 登録さ れており 、 未指定の文化財と し て「 細川護久家族借宅」 などの邸宅があり ます。

土木構造物は、「 濁川橋（ 村指定）」 と 「 床瀬川橋（ 村指定）」 が石橋と し て指定さ れており 、 未指定の

石橋についても 長陽地区、 白水地区を 中心に所在し ています。  

 

２ ） 絵画 

 指定・ 登録さ れている絵画はあり ません。 未指定のも のは『 長陽村史資料集第５ 集』 によれば、 立野

神社や栃木天満宮などに絵馬が奉納さ れています。   

絵画
彫刻
工芸品
書跡・典籍
古文書
考古資料
歴史資料

有形文化財

建造物

無形文化財

類型

7
42
0

14
10
168
1

件数

美
術
工
芸
品

0
2

合計 887

動物、植物、地質鉱物 20
4文化的景観

伝統的建造物群

記念物

文化財の保存技術
0
0

その他(伝承・方言等)

民俗文化財

11

名勝地
遺跡
無形の民俗文化財
有形の民俗文化財 73

146
389
0
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３ ） 彫刻 

彫刻は、「 無量寺跡阿弥陀如来像（ 村指定）」 があます。 また、 村内の寺社に多く の仏像を 中心と し た

未指定の新仏像と いっ た彫刻品が保管さ れています。 また、 村内の各所（ 特に牧野の入り 口） を 中心に

多く の馬頭観音が建立さ れています。  

 

４ ） 工芸品 

工芸品は、「 西野宮神社の梵鐘（ 県指定）」 が指定さ れています。 未指定の工芸品は、 久木野宮神社に

「 久木野宮神面」 があるこ と が分かっ ています。  

 

５ ） 書跡・ 典籍、  

書跡・ 典籍と し て指定・ 登録さ れているも のはあり ません。 未指定も 把握し ていません。  

 

６ ） 古文書 

古文書と し て指定・ 登録さ れているも のはあり ません。「 長野内匠日記」 や「 宮川家文書」 などの未

指定の古文書が長陽地区に残っ ています。  

 

７ ） 考古資料 

指定・ 登録さ れている考古資料はあり ません。 資料館に「 南鶴遺跡（ 未指定）」 や「 陽の丘遺跡（ 未

指定）」 から 出土し た遺物が多数収蔵さ れています。  

 

８ ） 歴史資料 

 歴史資料と し て指定・ 登録さ れているも のはあり ません。 未指定の歴史資料と し て、 明治初期に人々

の安全のために建てら れた「 甲斐有雄の道し るべ」 等の道し るべが村内の古道を中心に残っ ています。  

 

（２）無形文化財 

指定・ 登録さ れている無形文化財はあり ません。 演劇、 音楽、 工芸技術、 食文化などが対象ですが、

未指定も 把握し ていません。  

 

（３）民俗文化財 

１ ） 有形の民俗文化財 

 南阿蘇村内に有形の民俗文化財の指定・ 登録等を 受けたも のはあり ませんが、 未指定の農機具などの

民具が資料館に多数収蔵さ れています。 また、 村内各所に猿田彦大神等の道祖神が建立さ れています。  

 

２ ） 無形の民俗文化財 

 無形の民俗文化財と し て神社に奉納さ れる「 長野岩戸神楽（ 県指定）」 などの神楽が指定さ れており 、

こ の「 長野岩戸神楽」 については、記録作成等の措置を 講ずべき 無形の民俗文化財と し ても 国から 選択さ

れています。 未指定文化財と し ては、 吉田地区で行われる「 鎮火祭（ 未指定）」 などの祭り が風俗慣習と

し て残っ ている集落が複数あり ます。   
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 また、 風俗慣習と し て草原の維持のために毎年春に野焼き が行われており 、 永青文庫の『 町在』 の記

事にも 野焼き の記載があり 、 現在まで引き 継がれています。 また関連する生業と し て草小積みがあり 、

生活ではすでにほと んど行われていませんが、 阿蘇グリ ーンスト ッ ク などが継承を し ています。  

 さ ら に、 集落に伝わっ ている「 高菜漬け（ 未指定）」 などの郷土料理を農政部局が整理し ており 、「 く

まも と ふるさ と 食の名人」 が現在も 伝承を 行っ ています。  

 
（４）記念物（遺跡、名勝地、動物・植物・地質鉱物） 

１ ） 遺跡 

 南阿蘇村の遺跡では、「 柏木谷遺跡（ 県指定）」、「 六の小石古墳群一号墳（ 村指定）」 と いっ た古墳時

代の遺跡があり ます。  

 未指定の遺跡と し ては、 弥生時代の遺跡と し て「 幅・ 津留遺跡（ 未指定）」、「 河陽 F 遺跡（ 未指定）」

や中世の阿蘇家と 関係する遺跡と し て「 二本木前遺跡（ 未指定）」「 祇園遺跡（ 未指定）」 があり ます。

また、 未指定の神社等の遺跡や石造物が多く 存在し ます。  

 

２ ） 名勝地 

 阿蘇の噴火活動の歴史を 示す文化財と し て「 米塚および草千里ヶ 浜（ 国指定）」 が、 阿蘇市と 共に指

定を さ れています。 未指定の名勝地はあり ません。  

 

３ ） 動物・ 植物・ 地質鉱物 

 天然記念物と し ては、 地域を 定めていない国の特別天然記念物であるカ モシカ の目撃例があり ます。  

 その他、 動物と 植物については、「 オオルリ シジミ （ 未指定）」 や「 アソ ヒ カ ゲスミ レ（ 未指定）」 な

どの希少な固有種が残っ ています。  

未指定の地質鉱物と し ては、 カ ルデラ 湖によっ て形成さ れた「 久木野層（ 未指定）」 や立野峡谷にあ

る「 柱状節理（ 未指定）」 と いっ た特徴的な地質があり ます。  

 
（５）文化的景観 

阿蘇カ ルデラ 内外での人々の営みによっ て形成さ れた草原及び森林景観が、「 阿蘇の文化的景観 阿

蘇山南西部の草原及び森林景観」 と し て重要文化的景観に選定さ れています。  

未選定の文化的景観と し ては、 同様に「 阿蘇の文化的景観」 の一部である集落の石積み景観や水路景

観（ 保木下井手・ 監物
けんも つ

井手など） があり ます。  

 

（６）伝統的建造物群 

 伝統的建造物群については、 村内では選定例はあり ません。  

 

（７）文化財の保存技術 

 文化財の保存技術について、 南阿蘇村で選定さ れている保持者及び保存団体はあり ません。  
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（８）その他（伝承・方言等） 

 その他については、 健磐龍命が中心と なる阿蘇神話の伝承やその伝承に登場し 現在も 残っ ている立野

や夜峰山などの地名を 未指定の文化財と し て把握し ています。 なお、 方言についても その他で取り 扱い

ますが未指定のも のはまだあり ません。  

 
３ 関連する制度について 

（１）世界農業遺産 

 世界農業遺産は、 次世代に受け継がれるべき 重要な伝統的農業や生物多様性、 伝統知識、 農村文化、

農業景観などを 認定し 、 その保全と 持続的な活用を 目的と し て平成 14 年( 2002 年) に国際連合食料農業

機関が開始し た制度です。 阿蘇地域は平成 25 年( 2013 年) に「 阿蘇の草原の維持と 持続的農業」 と し て

認定さ れており 、 草原を活用し た農業、 貴重な草原性植物の保全、 美し い草原・ 農村景観の維持、 農耕

催事が息づく 伝統文化と いっ た点が高く 評価さ れています。  

 

（２）ユネスコ世界ジオパーク 

 ユネスコ 世界ジオパーク と は、 国際的な地質学的重要性を有するサイ ト （ 場所） や景観が、 保護・ 教

育・ 持続可能な開発が一体と なっ た概念によっ て管理さ れた地域であり 、 ユネスコ の国際地質科学ジオ

パーク 計画（ I GGP） の一事業と し て実施さ れています。  

 本地域については、 平成 27 年( 2015 年) には本制度の前身である世界ジオパーク に認定さ れており 、

こ の世界ジオパーク がユネスコ の正式事業と なっ た際に「 阿蘇ユネスコ 世界ジオパーク 」 と し て認定さ

れまし た。  

 

（３）国立公園 

国立公園は、 自然公園法に基づき 環境省が指定し た日本の風景を代表するに足り る 傑出し た自然の風

景地です。 昭和 6 年( 1931 年) に「 国立公園法」 が制定さ れ日本初の国立公園が指定さ れまし た。 阿蘇は

大分県のく じ ゅ う と と も に「 阿蘇く じ ゅ う 国立公園」 と し て昭和 9 年( 1934 年) に指定さ れまし た。 本地

域の特徴は、 大カ ルデラ 内にそびえる阿蘇五岳やその北側に連なるく じ ゅ う 連山などの火山群や広大な

草原が大き く 評価さ れています。  

 

（４）水の郷百選 

 水環境保全の重要性を国民に周知し 、 水を生かし た地域づく り を 推進するために、 水についての歴

史・ 文化についての見識を 深めるこ と や、 水環境の保全等の活用に努めている国内 107 地域が国土交通

省により 認定さ れています。 本村は、「 水の生まれる里」 と し て地下水保全条例の制定や住民による清

掃活動を はじ めと する生活排水対策、 豊かな湧水を 活用し たオアシス農業運動の推進等が評価さ れ、 平

成 8 年( 1996 年) 3 月に認定さ れています。  
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（５）昭和・平成の名水百選 

 昭和の名水百選は、 環境庁（ 現： 環境省） により 清澄な水がある全国各地の湧水や河川を 再発見し 、

普及啓発を図り 、 国民の認識を 深め、 水環境の保護を 行う こ と を目的と し て昭和 60 年( 1985 年) 3 月に

100 か所が選定さ れ、 白川水源が選ばれまし た。 一方、 平成の名水百選は昭和の名水百選から 20 年以上

が経過し 、 社会情勢等の変化を 踏まえた上で一層の水環境保全を目的と し て、 特に地域住民等による主

体的かつ持続的な水環境の保全が行われているも のについて、 昭和の名水百選に加え、 新たに 100 か所

の選定が平成 20 年( 2008 年) 6 月に行われまし た。 本村では以下の表のと おり 選定さ れています。  

表 2-3 名水百選一覧 

 名水名 水量（ １ 日の湧水量）  

昭和の名水百選 白川水源 86, 400t  

平成の名水百選 南阿蘇村湧水群 

・ 竹崎水源 

・ 吉田城御献上汲場 

・ 池の川水源 

・ 湧沢津水源 

・ 寺坂水源 

・ 塩井社水源 

・ 明神池名水公園 

172, 800t  

7, 200t  

7, 200t  

7, 200t  

7, 200t  

7, 200t  

2. 880t  

 
（６）疏水百選 

 疏水百選は、 農林水産省と 疏水百選実施事務局が農地資源の価値を伝えるこ と により 日本の美し く 豊

かな農村空間を 育て守るこ と を目的と し て、 全国 110 か所の疏水が平成 18 年( 2006 年) に選定さ れまし

た。 本村においては「 南阿蘇村疏水群」 と し て選定さ れており 、 寛文 7 年( 1667 年) から 開削さ れた疏水

群（ 保木下井手・ 琵琶の首井手・ 上川原井手・ 白川東・ 白川西・ 新井出等） が網の目のよう に発展し 、

1, 700ha の水田に水を 潤し ています。 こ の疏水群が地域の産業基盤と し て地域住民の手により 永く 維持

管理さ れているこ と が評価につながっ ています。  

 
コラム 世界文化遺産登録推進についての取組 

 

 南阿蘇村は、 平成 21 年度( 2009 年度) から 熊本県と 他の阿蘇郡市 6 市町村と 共に「 阿蘇」 の世界

文化遺産登録推進のために阿蘇世界文化遺産登録推進協議会を 設立し ており 、 以下のと おり 阿蘇地

域の景観保全のための事業に取り 組んでいます。  

平成 27 年( 2015 年)  「 文化的景観を 活かし た阿蘇地域づく り ビジョ ン」 の策定 

令和 2 年( 2020 年)   熊本県知事及び阿蘇郡市 7 市町村長による「『 阿蘇』 の景観を 守る宣言」  

令和 3 年( 2021 年)   阿蘇世界文化遺産登録推進協議会「 景観保全部会」 の設置 

令和 5 年( 2023 年)  「 太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイ ド ラ イ ン」 運用開始 


